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 １．計画策定の前提 

 

１－１．背景・目的  

 

本基本計画の対象となる（仮称）山崎・台峯緑地（以下「本緑地」という）は、図１－１のよ

うな経緯を経て保全され、平成 18 年 7 月に「（仮称）台峯緑地基本構想」が策定された。本基本

計画は、基本構想で検討された基本理念及び基本方針等に基づき、構想の具体化を図るために策

定することを目的とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、基本構想策定と並行して、まちづくりに関する新たな法制定・改正、各種施策の拡大充

実も踏まえた検討がなされており、基本構想とともに策定された本基本計画に反映すべき施策と

しては、3 つの施策があげられる。 

 

■基本構想策定段階までの施策展開及び法改正等の経緯 

●平成１３年７月 緑地保全等統合補助事業制度が創設された。 

●平成１５年７月 「美しい国づくり大綱」が発表された。 

●平成１６年３月 都市再生プロジェクト（第 3 次決定） 

「首都圏の都市環境インフラのグランドデザイン」で保全すべき自然環境ゾーンが

指定され鎌倉市は、「三浦半島ゾーン」として含まれ広域的にも重要な場所として

位置づけられた。 

●平成１６年４月 緑地環境整備総合支援事業制度制定 

●平成１６年６月 都市緑地法の改正を含む景観緑三法の制定・改正がなされた。 

●平成１７年３月 「鎌倉市緑の基本計画」の見直しに関して、緑に関する保全、整備、創造、啓発な

どの市民意見の募集を実施した。 

●平成１７年４月 「台峯緑地公園化構想」の市民意見の募集を実施した。 

●平成１７年度  神奈川県が策定を進めている（仮称）三浦半島公園圏構想の総合ビジョンは、「三浦

半島らしいみどりと海と地域づくり」であり、鎌倉市はその対象地域として位置づ

けられた。 

 

■基本構想と並行して策定された施策展開 

●平成１８年３月 「神奈川みどり計画」が策定され、鎌倉市は「三浦半島緑化域」に含まれ広域的に

も重要な場所として位置づけられた。 

●平成１８年３月 鎌倉市を含む三浦半島の地域づくりである「三浦半島公園圏構想」が策定された。 

●平成１８年７月 「鎌倉市緑の基本計画」が改訂された。 

 

 

 

基本構想ではこれらの経緯や検討に基づき、本緑地に展開する保全施策方針を以下のように決定し

ている。 

 

表１－１ 施策展開及び法改正等の経緯 

図１－２ 法施策方針図（基本構想より）

平成 3 年 1 月～9 月 事業者が土地利用計画について計画公開及び説明会開催

平成 7 年 2 月～3 月 鎌倉市民が 20 万人以上の署名を集め、「鎌倉緑地保全条例」

の制定を求める陳情書を提出し、３月には鎌倉市議会がこ

の陳情を全会一致で採択 

平成 8 年 4 月 1 日  鎌倉市緑の基本計画策定 鎌倉中央公園の拡大区域として

位置づける。 

平成 8 年 6 月 1 日 鎌倉市山崎台土地区画整理組合設立準備委員会結成

平成 9 年 11 月   設立準備委員会が土地立入認可取得 土地区画整理法第 72 条第 1 項

平成 10 年 3 月 30 日 鎌倉市都市マスタープラン策定公告  台峯―鎌倉中央公園の拡

大区域として、緑の保全を図る。（当面は、条例等に基づく制度

の活用を図る。）と記載された。 

平成 12 年 8 月 28 日 三大緑地保全のための新たな基本方針が確定（政策決定し議会報

告） 台峯緑地―都市公園（鎌倉中央公園拡大区域）：国庫補助、

県費補助を受けながら市の都市計画事業として施行。

平成 13 年 2 月 16 日 設立準備委員会が「鎌倉市まちづくり条例」に基づく大規模開発事業届書を市に提出

平成 14 年 2 月 7 日  設立準備委員会が「施行区域となるべき地区の公告」申請 土地区画整理法第 19 条第 1 項

平成 16 年 12 月 16 日  鎌倉市山崎台字台峯の緑地保全に関する準備委員会との基本的方

向性（全面保全）について、市議会全員協議会に報告後記者発表。

平成 13 年 6 月 8 日 鎌倉市緑の基本計画改訂 台峯緑地の保全施策は、変更なし。

平成 17 年 1 月 17 日  鎌倉市山崎台字台峯の緑地保全に関する基本的方向性の確認につ

いて、市が鎌倉市山崎台土地区画整理組合設立準備委員会に文書

照会。 

平成 17 年 1 月 28 日  鎌倉市山崎台土地区画整理組合設立準備委員会より「鎌倉市山崎台字台峯の緑地保全に関す

る基本的方向性の確認」について回答を受ける。 

平成 14 年  4 月 1 日  広町・台峯緑地担当（特命担当）を設置し保全協議を行う。

昭和 49 年～平成 14 年 台峯保全に係る多くの陳情請願 

平成 1 年 3 月～4 月 鎌倉市都市緑化推進計画基本計画・実施計画策

昭和 46 年 3 月 開発計画浮上、 事業者野村不動産 

昭和 51 年 6 月～9 月 鎌倉市民は台峯・倉久保地区における野村不動産の開発計

画に反対する署名陳情を、鎌倉市議会及び神奈川県議会に

提出。計画は事実上中断。 

図１－１ 台峯緑地保全に至る経過図（基本構想より）

都市計画公園（風致公園）

保全配慮地区

都市計画道路 
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１－２．本緑地の位置・範囲 

 

本緑地は、深沢丘陵地域に属し、鎌倉市のほぼ中心部に位置する緑地であり、JR 横須賀線北鎌

倉駅及び通称鎌倉街道（主要地方道 横浜鎌倉線）の西、山崎字台峯他に位置する。 

本緑地は、昭和 55 年 6 月に事業認可を受け、平成 16 年 4 月に全体開園した鎌倉中央公園（約

23.7ha）の東側に隣接する箇所で、対象面積は約 36.7ha（平成 13 年版鎌倉市緑の基本計画上の

面積）となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 なお、緑の基本計画における本緑地のうち、鎌倉中央公園の北西部に隣接する部分も対象とし

ている。 
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図１－３ 本緑地の位置 

鎌倉中央公園
面積約 23.7ha

本緑地 
面積約 36.7ha 

JR 横須賀線

至 北鎌倉 

山崎
小学校

山ノ内
配水池

注：基本計画（案）公開後、本緑地の範囲を変更しており、詳細は「７．保全のための法施策」（p87）に示す。 
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１－３．基本計画の位置づけとフロー  

  

 

 

 

 

 

 

 

基本構想の確定 

（平成 18 年 7 月） 

市民意見募集 

基 本 計 画 の 策 定 

鎌倉市緑政審議会 

鎌倉市議会 

専門家（緑化専門推進委員） 

報告 

説明
 専門家（緑化専門推進委員） 

 保全団体  
意見

変更 

協議 

反映

右上に続く

国・県等関係機関

台峯緑地の保全施策方針

鎌倉市緑の基本計画 

平成 18 年 7 月改訂 

意見

図１－４ 基本計画に至るまでのフロー図

保全協議 

説明 

意見 

市政策決定「三大緑地の保全に関する基本方針」確定

（平成 12 年 8 月） 

自然環境調査の実施 

（平成 12 年 11 月～平成 15 年 3 月） 

「鎌倉市緑の基本計画」（平成 13 年 6 月改定） 

都市計画公園候補地として位置づける。 

市民意見の募集 

山崎「台峯緑地」公園構想策定に対する

イメージ、テーマについて広報・ＨＰで

 鎌倉市緑政審議会  

 ５地区での説明会・保全団体  

 専門家（緑化推進専門委員） 

基本構想（案）の策定 

１．保全・活用計画 

２．整備・利用管理の方針 

３．維持管理の方針・プログラム 

４．市民参画を取り入れた事業手法 

５．事業費の推計 

事業者との緑地保全に関する

基本的方向性の確認 

（平成 17 年 1 月） 

「鎌倉市緑の基本計画（平成 8 年 4 月）」 

保全の方針： 

・ 貴重な谷戸の自然的環境を一体的に保全するとともに、谷戸の自然を活かした自然とのふれ

あいの場、自然教育の場としての活用を図る。 

・ 横須賀線沿いに続く樹林地を面的に保全し、鎌倉らしさを特徴づける景観資源を確保する。

対応の方針： 

・ 鎌倉中央公園の拡大区域として位置づけ、緑地の保全とともに自然とのふれあいの場として

の機能を確保する。 

・ 当面は条例等に基づく制度の活用等によって緑地を保全し、急激な財政負担をさける。 

基 本 計 画 の 確 定 

鎌倉市都市計画審議会への諮問

県都市計画審議会への付議 

都市計画決定（平成 19 年度中）

鎌倉市緑政審議会 

鎌倉市議会 

専門家（緑化専門推進委員）

基本計画の範囲 基本計画までの流れ 

基本計画（案）の策定 

１．全体基本計画 

２．保全施策及び活用方針 

３．導入施設及び規模 

４．アクセス・動線計画 

５．基盤整備計画 

６．主要施設計画 

７．樹林地保全整備計画 

８．管理運営計画 

基 本 設 計 の 検 討 

鎌倉市緑政審議会 

市民説明会・保全団体 

専門家（緑化推進専門委員） 

市民意見募集 

国・県等関係機関 

説明 

意見 

説明 

意見 

意見 

協議 

鎌倉市緑政審議会 

市民説明会・保全団体 

専門家（緑化推進専門委員） 

市民意見募集 
意見 

報告 


